
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年１月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０仙第５８号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２２年６月１３日（日） ０９時３０分ごろ 

発生場所 岩手県山田町山田湾 山田笠ヶ鼻灯台から真方位２１８°２００ｍ付近 

（概位 北緯３９°２８.５２′ 東経１４２°００.５７′） 

事故等調査の経過  平成２２年７月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート ＡＬＦＡ
ア ル フ ァ

Ⅱ
ツー

、４.４７ｍ 

 ２１０－４４６１３岩手、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、山田湾内で養殖施設のブイに係留し

て釣り中、潮流により養殖施設の漁網が本船の下に圧流されてきたので場

所を移動しようと機関を後進にかけたところ、推進器に漁網が絡まり、平

成２２年６月１３日０９時３０分ごろ、航行不能となった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東 風速 約７.０m/s 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 本船は、来援した海上保安部職員により絡んだ漁網が推進器から外され

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、山田湾内で養殖施設のブイに係留して

釣り中、潮流により養殖施設の漁網が本船の下に

圧流されてきたので、場所を移動しようと機関を

後進にかけた際、推進器に養殖施設の漁網が絡ま

り、推進器が使用できなくなったものと考えられ

る。 

原因  本インシデントは、本船が、山田湾内で養殖施設のブイに係留して釣り

中、釣り場を移動しようと機関を後進にかけた際、推進器に養殖施設の漁

網が絡まったため、推進器が使用できなくなったことにより発生したもの

と考えられる。 

 

 




